
別 表  小 型 船 舶 に 搭 載 す る 無 線 設 備 （搭 載 要 件 の 一 例） 
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設  備     
 
 
 
 
 
 

船舶の種類及び 

海域、航行区域 
 

無 線 電 信 等 救 命 設 備 航海用具

*1：

*2：

*3：
*4：
*5：
*6：

 
 
 
（無線電信等） 
デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置を施設していないもの。
A3 又は A4 水域を航行する第２種小型帆船の場合は、(財)日本セーリング連盟
に所属している場合であって、同連盟の運用するＨＦ海岸局との間で連絡する
ことができるＨＦで運用する無線電話であれば免除により代替物として認めら
れる。 
陸上に通信の相手方となる免許人所属の海岸局（無線局免許状の通信の相手方
に記載されているもの）がある「船舶局」をいう。（例：（財）日本セーリング
連盟に加盟し、同連盟が運用するＶＨＦ海岸局に加入している小型帆船に施設
する国際ＶＨＦ）なお、この国際ＶＨＦを無線電信等とする場合は、電波法上
問題ないか地方電気通信監理局に確認することが望ましい。 
地方総合通信局が認める場合に限る。 
スポーツ・レジャー用のもの。 
業務用船舶には不可。 
国内でイリジウム無線局免許を取得した電気通信事業者のものに限る。 

無線電話又は 
直接印刷電信 

Ｍ
Ｆ
帯
・
Ｈ
Ｆ
帯
Ｓ
Ｓ
Ｂ
無
線
電
話 

イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
（
ミ
ニ
Ｍ
・
Ｆ
Ｂ
） 

イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｆ
ｌ
ｅ
ｅ
ｔ 

（
Ｆ
３
３
・
Ｆ
５
５
・
Ｆ
７
７
） 

イ
リ
ジ
ウ
ム 

１
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
無
線
電
話 

４
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
無
線
電
話 

２
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
無
線
電
話 

Ｎ
―
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｒ
衛
星
船
舶
電
話 

携
帯
・
自
動
車
電
話 

マ
リ
ン
ホ
ー
ン 

４
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
無
線
電
話 

マ
リ
ン
Ｖ
Ｈ
Ｆ 

ア
マ
チ
ュ
ア
無
線 

簡
易
無
線 

パ
ー
ソ
ナ
ル
無
線
又
は
ト
ラ
ン
シ
ー
バ
ー 

小
型
船
舶
用
Ｅ
Ｐ
Ｉ
Ｒ
Ｂ 

小
型
船
舶
用
レ
ー
ダ
ー
・
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
ー 

持
運
び
式
双
方
向
無
線
電
話
装
置 

Ｈ
Ｆ
デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
装
置
及
び 

Ｈ
Ｆ
デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
聴
守
装
置 

Ｍ
Ｆ
（
中
波
）
帯 

Ｈ
Ｆ
（
短
波
）
帯 

イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト 

（
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
・
Ｍ
型
） 

*6 

*5

          *2
*3 *3 *3

*3 *3 
*4 *4 

*1 
*3 

旅 客 船 
（ 非 国 際 ） 

Ａ２ 
以内 

平水、限定沿海 *1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ▲ ▲ － － *1：

*2：
*3：

（無線電信等） 
湖（琵琶湖を除く）、川、港内のみを航行する場合は不要。 
（救命設備） 
沿海区域に限る。 
平成６年 11 月３日迄に建造され、又は建造に着手された長さ 12ｍ未満の船舶
は不要。 

沿 海 

及 び 

沿 岸 

12m未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○
*2 
*3 ○

*2 
*3 ○

*2
*3 － 

12m以上 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○
*2 
*3 ○

*2 
*3 ○

*2
*3 － 

プレジャーモーターボート・ 
釣船・作業船・小型兼用船等 
（ 非 旅 客 船 ） 

Ａ２ 
以内 

平水、限定沿海 
及 び 沿 岸 

－ － － 
*1：
*2：
*3：

*4：
*5：

(救命設備） 
国際航海するものに限る。 
無線電信等を免除された搭載艇は除く。 
平成６年 11 月３日迄に建造され、又は建造に着手された長さ 12ｍ未満の船舶
は不要。 
（航海用具） 
長さ12ｍ以上でＡ３区域を航行する場合のみ必要。 
インマルサット無線電話又はインマルサット直接印刷電信を備え付けている場
合又は無線電信等を免除されている場合は不要。 

沿 海 
12m未満 － － － 

12m以上 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ *2 ○*2 ○
*1
*2 － 

近 海 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × △ × × × ○ *2 ○ *2 ○
*2
*3 － 

Ａ３ 
以内 

沿 海 
1 2 m 以 上 

× ○ ○ × × × × × × × × ○ *2 ○ *2 ○
*1
*2 ○

*4 
*5 

近 海 以 上 × ○ ○ × × × × × × × × ○ *2 ○ *2 ○
*2
*3 ○*5 

第 ２ 種 
小 型 帆 船 

Ａ２ 
以内 

平水、限定沿海 
及 び 沿 岸 

－ － － 
*1：
*2：
*3：

*4：

（救命設備） 
レーダー反射器（航海用レーダー反射器を除く。）を備え付ける場合は不要。
国際航海するものに限る。 
近海以上の航行区域を有している平成６年11月３日迄に建造され、又は建造に
着手された長さ12ｍ未満の船舶は不要。 
（航海用具） 
インマルサット無線電話又はインマルサット直接印刷電信を備え付けている場
合又は無線電信等を免除されている場合（アマチュア無線、ＳＳＢ無線電話又
はイリジウムを備え付けている場合）は不要。 

沿 海 
12m未満 － － － 

12m以上 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ▲ × ○ ○*1 ○*2 － 

Ａ２ 

近 海 以 上 

○ ○ ○ ○ ○ ○ × △ × ▲ × ○ ○*1 ○*3 － 

Ａ３ × ○ ○ ▲ × ▲ × × × ▲ × ○ ○*1 ○*3 ○*4 

Ａ４ × ○ × ▲ × ▲ × × × ▲ × ○ ○*1 ○*3 ○*4 

漁 船 
（小型第１種及び小型第２種） 

1 0 0 海里以内 － ○
*1 
*2 ○

*1 
*2 － － *1：

*2：

*3：

（救命設備） 
小型第２種に限る。 
無線電信等を免除された搭載艇は除く。 
（航海用具） 
インマルサット無線電話又はインマルサット直接印刷電信を備え付けている場
合又は無線電信等を免除されている場合は不要。平成７年１月31日迄に建造さ
れ、又は建造に着手された漁船は、「操業の安全確保のための通信に関する申し
合わせ事項」（「対象船舶一覧表」に該当船舶が記載されているもの）を船内に
備える場合は不要。 

Ａ ２ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × △ × × × ○
*1 
*2 ○

*1 
*2 － － 

Ａ ３ × ○ ○ × × × × × × × × ○
*1 
*2 ○

*1 
*2 － ○*3 

Ａ ４ × ○ × × × × × × × × × ○
*1 
*2 ○

*1 
*2 － ○*3 

○：認められる設備   △：限定沿海船にあっては、母港がサービスエリア内にあるものに限る。ただし、携帯・自動車電話は主要航路で通信可能な場合に限る（主要航路等申告書の提出が必要。）。   ×：認められない設備   －：施設する義務のない設備 
▲：船舶安全法施行規則第４条の規定により、無線電信等を施設することの免除を管海官庁（日本小型船舶検査機構各支部）から受けた船舶に、通信範囲内に限り代替物として搭載が認められる設備（免除申請が必要）。また、以下の船舶の場合も、同様の免除申請により

代替物の搭載が認められる。（第２種小型帆船以外で代替物により免除する場合は、具体的航路（又は水域）を指定して航行区域を定めること。（定期検査時以外は船舶検査証書の書換申請が必要）） 
  （１）発航港から到達港までの距離が短い航路のみを航行する船舶の場合、汽笛、信号紅炎（大型船舶用）（但し、当該船舶の運航を行っている事務所において、当該船舶の就航する航路全般にわたり、運航状況を確認できる適切な運航管理がされていること。発航港

及び到達港両方に事務所がある場合、航路距離が３海里以内を標準。） 
  （２）母船の周辺のみを航行する搭載艇の場合、常に母船と連絡できる通信設備（トランシーバー等） 
（注）・無線設備を取り替える場合は、検査機構の確認を受ける必要がある。 

・Ａ３水域を航行する船舶であって、専ら離島周辺（沿海区域又は平水区域内に限る）を航行する場合、上記の表中の無線電信等のうちいずれかであって、陸上と日常の通信ができるもの（ＭＦ帯・ＨＦ帯ＳＳＢ無線電話、１５０ＭＨｚ帯無線電話、４０ＭＨｚ帯無
線電話、２７ＭＨｚ帯無線電話、４００ＭＨｚ帯無線電話、マリンＶＨＦ又は5W型国際VHFについては、地方総合通信局が認める場合に限る。アマチュア無線、簡易無線、パーソナル無線又はトランシーバーの場合は免除申請を要す。）と上記の表中で必要とされ
る救命設備を施設すればよい。 

 


